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それでは，第４２回審議会に引続き，「第４３回宇都宮市

都市計画審議会」を開会いたします。 

はじ めに ，会 議資 料に つい て確 認さ せて いた だき ま す 。

資料に つ きまし て は事前 に お届け し ており ま す「第 ４ ３回

審議会会議次第」，資料１「地域別ワークショップにおける

市民意見と対応方針（案）」，資料２「地域別構想（素案）」

でございます。 

また，本日お席に配布してございますのは，参考資料「都

市 計画 マ ス ター プ ラ ン地 域 別 構想 の 地 域区 分 」 の図 面 で ご

ざいます。 

不 足 し て い る 資 料 が あ り ま し た ら ， 事 務 局 の 方 に お 知 ら

せ下さい。よろしいでしょうか。 

次に，この審議会は，「都市計画マスタープラン」につい

て の審 議 で ござ い ま すの で ， この 審 議 に関 し ま して ご 委 嘱

い たし て お りま す 委 員の ご 紹 介を さ せ てい た だ きた い と 思

い ます 。 本 日は ， 千 保喜 久 夫 委員 に 出 席を い た だい て お り

ま す。 よ ろ しく お 願 いい た し ます 。 ま た， 同 じ く中 村 祐 司

委 員に つ き まし て は ，所 用 の ため ご 欠 席と の 連 絡を い た だ

いておりますのでご報告申し上げます。 

それでは，定刻となりましたので，「第４３回宇都宮市都

市計画審議会」を開会いたします。  

それでは森本会長，進行をよろしくお願いいたします。 

 

それでは只今より，「第４３回宇都宮市都市計画審議会」

を 開会 い た しま す 。 開会 に あ たり ま し て， 一 言 ご挨 拶 申 し

上げます。 

今から皆様にご審議していただく「（仮称）第２次宇都宮

市 都市 計 画 マス タ ー プラ ン 」 につ い て は， 全 体 構想 （ 案 ）

の 策定 に 引 き続 き ， 今年 度 は ，地 域 ご とに よ り 細か な 地 域

の 実態 に あ った ま ち づく り を 進め て い くた め の 地域 別 構 想

をまとめる予定であります。 

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 の 公 表 予 定 と の こ と で あ り ， 極 め て 短 い

時 間で の 審 議で は ご ざい ま す けれ ど も ，委 員 の 皆様 の 幅 広

い ご意 見 を いた だ き なが ら ， 次世 代 に 誇れ る よ うな マ ス タ
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ー プラ ン に なる よ う に仕 上 げ てい き た いと 思 い ます の で ご

協力をよろしくお願いいたします。  

そ れ で は ， 本 会 の 成 立 に つ い て ， 事 務 局 か ら 報 告 お 願 い

いたします。 

 

本 日 の 会 議 で ご ざ い ま す が ， 現 在 出 席 委 員 は １ ５ 名 で ご

ざ いま す 。 これ は ， 当審 議 会 条例 第 ６ 条に ご ざ いま す 「 審

議 会は 委 員 の過 半 数 をも っ て 開催 す る 」旨 を 満 たし て お り

ま すの で ， 会議 の 成 立を ご 報 告い た し ます 。 ま た， 傍 聴 者

は２名でございます。 

 

事務局より，会議の成立について報告がありました。  

そ れ で は ， 効 率 的 に 会 議 を 進 め て い き た い と 思 い ま す の

で，よろしくお願いいたします。 

会議の次第に従い会議を進めてまいります。  

ま ず ， 当 審 議 会 条 例 の 施 行 規 則 第 ３ 条 に 基 づ き ま し て ， 本

日 の 会 議 の 議 事 録 署 名 委 員 と い た し ま し て ， 青 木 委 員 と 千 保

委員の両名を指名いたします。よろしくお願いいたします。  

それ では ，議 事に 入り ます 。ま ず， 審議 の公 開に つ い て

の確認 で すが， 本 審議は 公 開とい た します 。 傍聴の 方 は，

お手元 の 傍聴要 領 をお守 り いただ き ますよ う お願い い たし

ます。 

今回 の議 題に つき まし ては ，平 成２ ０年 ９月 １９ 日 付 ，

宮都第 ３ ４２号 に て，市 長 から諮 問 がなさ れ ており ま す。

内容は ， 議案第 １ 号「都 市 計画に 関 する基 本 的な方 針 」と

いたしま して，「（ 仮称）第 ２次宇都 宮都市計 画マスタ ー プ

ラン」 に ついて ， 継続の 審 議をお 願 いした い と思っ て おり

ます。 

本議 案に つき まし ては ，昨 年度 計４ 回の 審議 会に お け る

議論を 重 ねてま い りまし た が，３ 月 ２６日 の 第４１ 回 の審

議会に お きまし て 中間答 申 を行い ， 全体構 想 （案） の 取り

まとめを行ったところです。 

本日 は， 今年 度策 定予 定の 地域 別構 想の 一部 につ い て ワ

ークシ ョ ップに よ る市民 意 見など を もとに ， 事務局 よ り説
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明を受 け たあと に ，委員 の 皆様の ご 意見を い ただき た いと

考えて お ります 。 また， こ れらの 審 議を今 後 の地域 別 構想

の策定作業に反映していく予定です。 

  今回 は，地域 別構想の 中間段階 での審議 と捉えて いた だ

き，継続審議としてまいりたいと考えております。 

それ では ，次 第に 基づ き， 議事 を進 めて まい りま す 。 議

案第１ 号 「都市 計 画に関 す る基本 的 な方針 」 につい て ，説

明をお願いします。 

はじ めに ，資 料１ 「地 域別 ワー クシ ョッ プに おけ る 市 民

意見と対応方針（案）」として，これまでに実施した地域別

ワーク シ ョップ の 開催結 果 や市民 意 見，そ れ らの対 応 方針

について，説明をお願いいたします。 

 

  それ では，資 料１「地 域別ワー クショッ プにおけ る市 民

意見と対応方針（案）」につきまして，ご説明いたします。

まず ，地 域別 ワー クシ ョッ プの 開催 結果 につ きま し て ご

報告いたします。  

１ページをご覧下さい。 

「都 市計 画マ スタ ープ ラン 」の 策定 につ きま して は ， 昨

年度の 全 体構想 （ 案）の 策 定に引 き 続き， 今 年度は ， 地域

の具体 的 なまち づ くりの 方 針を定 め る地域 別 構想の 策 定と

ともに 計 画全体 の 取りま と めを行 う 予定で あ ります が ，こ

の地域 別 構想の 策 定につ き まして は ，より 多 くの市 民 意見

を集約 す るため の 地域別 ワ ークシ ョ ップを 開 催した と ころ

でございます。 

地域 の区 分に つき まし ては ，現 在の マス ター プラ ン と 同

様，旧 宇 都宮市 の ４地域 で ある北 西 部・中 央 ・東部 ・ 南部

の他に ， 河内・ 上 河内地 域 の北東 部 地域， さ らに中 心 市街

地とな る 都心部 地 域を加 え ，７月 ２ ９日の 都 心部地 域 を初

めとし て ，９月 １ ３日の 中 央地域 ま で，計 ６ 回開催 し てお

ります 。 都市づ く りの課 題 等を把 握 するた め ，市民 の 皆様

から， 地 域の良 い ところ や 悪いと こ ろなど に ついて ご 意見

をいただいてまいりました。 

各地 域の 出席 者は 資料 記載 のと おり であ りま すが ， 市 民
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への周 知 にあた り まして は ，地域 ま ちづく り を所管 す る関

係部局 と の連携 の もと進 め ，延べ １ ５０名 の 市民の 出 席を

いただ き ました 。 地域の ま ちづく り に関す る 様々な 指 摘や

見解な ど ，多く の 市民意 見 をいた だ けたも の と考え て おり

ます。 

次に ，ワ ーク ショ ップ にお いて いた だき まし た意 見 と そ

の対応方針についてご説明いたします。 

資料１の２ページをご覧ください。  

こ の 資 料 は ， ワ ー ク シ ョ ッ プ に お け る 意 見 を 類 型 化 し ，

「地域別 構想に反 映するも の」，「地 域別構想 に反映す る こ

とが難 し いもの 」 を分野 別 にまと め ており ま す。表 の 右側

の地域 名 と○印 は ，それ ぞ れの意 見 の出た 地 域を示 し てお

ります。   

まず，「地域別構想に反映するもの」についてですが，こ

れは現 在 のマス タ ープラ ン や総合 計 画など に 記載が あ り，

踏襲すべきものとの考え方に基づくものであります。  

土地 利用 の分 野で は， 宇都 宮イ ンタ ーチ ェン ジ周 辺 ， 魅

力ある 中 心市街 地 の形成 ， 雀宮駅 東 口周辺 の 整備， 岡 本駅

前や中 里 周辺地 区 につい て 各地区 か ら意見 が ありま し た。

これら に ついて は ，拠点 の 整備と し て取り 組 んでい く べき

もので あ ります 。 これら を 地域別 構 想に取 り 入れて ま いり

たいと 考 えてお り ます。 森 林の適 切 な維持 ・ 管理な ど につ

いても ， 庁内関 係 課との 調 整のも と 整理し て いきた い と考

えております。 

地域 振興 とい たし まし ては ，自 然・ 観光 資源 など の 連 携

とＰＲ ， これら を 活用し た 地域活 性 化とし て ，観光 資 源の

ネット ワ ーク， 大 谷石の 活 用，大 谷 地域の 安 全宣言 な どを

取り入れてまいりたいと考えております。 

道路 交通 分野 では ，地 域間 の移 動や 渋滞 解消 のた め の 道

路整備 ， 交差点 改 良，路 線 バスの 利 便性向 上 ，ネッ ト ワー

クの充 実 ，駅へ の アクセ ス ，ペデ ス トリア ン デッキ な どを

含 む 交 通 結 節 機 能 の 強 化 な ど 各 地 域 か ら 意 見 が あ り ま し

た。 

また ，こ の他 に， 河川 の適 切な 管理 と活 用， 産業 廃 棄 物
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処理施 設 の適正 配 置，白 沢 宿・宇 都 宮駅西 口 の景観 形 成に

ついて の 意見が あ り，関 係 各課の 施 策・事 業 などと の 調整

を図り な がら地 域 別構想 に 反映し て まいり た いと考 え てお

ります。  

３ページ上の部分は，「現時点で反映を検討したい」と考

えてい る もので す 。現マ ス タープ ラ ンなど に 記載は な いも

のの， 都 市計画 を 取巻く 環 境など を 考える と 記載す べ きも

のとし て 整理し た もので ご ざいま す 。スマ ー トイン タ ーチ

ェンジ の 設置， レ ンタサ イ クルと 駐 車場の 一 体的整 備 ，歴

史軸， シ ンボル ロ ードの 活 用につ い ては， 今 後の分 野 別方

針など ， 実現方 策 等の面 で 精査， 調 整を行 い ながら ， 今後

の位置づけを検討してまいりたいと考えております。  

次に，「表現を工夫して反映を検討」についてですが，意

見や課 題 の背景 を 考慮し ， 表現を 工 夫して 記 載を検 討 すべ

き も の と し て 取 り 扱 い た い と 考 え て い る も の で ご ざ い ま

す。拠点整備のうち，中里原地区の大規模集客施設の立地，

また， 休 耕田の 対 策，農 産 物のま ち づくり へ の活用 ， スー

パーな ど 生活利 便 施設の 充 実，ろ ま んちっ く 村の活 用 ，道

の駅の 整 備，本 市 中心部 の 緑，城 址 公園の 活 用，サ イ クリ

ングロ ー ド，街 灯 整備な ど の意見 が ありま し たが， 意 見の

主旨を 踏 まえな が ら，適 切 な表現 を 検討し つ つ，地 域 別構

想への反映を調整していきたいと考えております。 

４ページの上の，「全体構想に反映」でございますが，意

見のレ ベ ルが全 市 的な課 題 であっ て 全体構 想 で対応 す べき

と考え ら れるも の で，ほ と んどの も のが既 に 全体構 想 にお

いて記 載 のある も のでご ざ います 。 工場跡 地 などで の 大型

商業施設の立地規制については，本市では，工場の撤退後，

商業施 設 として そ の跡地 利 用を検 討 してい る という よ うな

ケース を いくつ か 耳にし て おりま す 。大規 模 な集客 施 設が

都市に 与 える影 響 が非常 に 大きい と いうこ と を踏ま え て，

全体構 想 の土地 利 用の方 針 におい て ，その あ り方に つ いて

触れているところでございます。 

この 他， 生活 道路 の整 備， 車が なく ても 安心 して 暮 ら せ

るまち づ くり， 全 市的な 公 共交通 体 系の見 直 し・強 化 ，学
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森本議長  

 

 

五月女委員  

 

 

校，医 療 ・福祉 ， 子育て 施 設につ い ては， 全 体構想 に おい

て方針等を示しているところでございます。  

最後に，「反映は困難」と考えているものでございます。

現 行 制 度 に お い て 適 切 に 対 応 し て い る も の ， あ る い は 個

別・局 地 的な意 見 ・要望 や 実現性 の 観点か ら 対応が 困 難と

考えているものでございます。 

土地 改良 区域 の農 用地 の土 地利 用転 換の 検討 ，集 落 地 に

おける 住 宅地の 確 保，逆 に 集落地 に おける 開 発抑制 な どの

意見に つ きまし て は，適 宜 見直さ れ る農業 振 興計画 や ，現

行の開 発 許可制 度 の中で 対 応が出 来 ている も のと考 え てお

ります。  

また ，こ のほ かに 幹線 道路 の電 線類 地中 化や 個別 施 設 の

要望に つ いては ， 郷土資 料 館，学 校 ，体育 館 などの 整 備要

望が各 地 域から あ りまし た が，都 市 計画か ら は，離 れ るも

のもありますことから，反映は困難と考えております。 

以上 が「 地域 別ワ ーク ショ ップ にお ける 市民 意見 と 対 応

方針（案）」についてでありますが，これらの意見への対応

につきましては，庁内関係課の所管する計画・方針，施策・

事業な ど と照ら し ，適切 に 調整し て いく必 要 がある と 考え

ており ま す。引 き 続き， 地 域別構 想 素案を 取 りまと め てま

いりますが，特に，今後の施策・事業のイメージとなる「分

野別の 整 備方針 」 の策定 作 業にあ た りまし て は，市 民 に対

して， 今 後どの よ うなま ち づくり を 行って い くかと い う意

味合いの強い部分でありますので，慎重に記載内容の調整，

精査を行ってまいりたいと考えております。  

以上 で， 資料 １の 説明 を終 わり ます 。ご 審議 のほ ど ， よ

ろしくお願いいたします。  

 

資料１につきまして，説明が終わりました。委員の皆様，

ご意見，ご質問ございましたら，発言をお願いいたします。

   

拠 点 の 整 備 の 中 で 中 里 地 区 を 含 む 上 河 内 に つ い て で す

が，大 規 模集客 施 設の立 地 につい て 上河内 地 域から 意 見が

出てい る と思い ま すが， こ れに対 す る宇都 宮 市の考 え 方は
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宇梶幹事  

 

 

 

 

五月女委員  

 

 

 

宇梶幹事  

 

 

 

 

五月女委員  

 

 

 

 

 

宇梶幹事  

 

一木委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうでしょうか。  

 

これまで も大規模 集客施設 について は，現行 の法制度の

中 で と い う こ と で 整 理 を さ せ て い た だ い て い る と こ ろ で

す。今後は，拠点のあり方の中であるべき機能を含めて整

理をさせていただきます。  

 

現在，区 画整理事 業を行っ ている中 里原地区 をこれから

地 域 の 拠 点 と し て 考 え て い く と い う こ と で よ ろ し い で す

か。 

 

中里原地 区で区画 整理事業 を行って いるわけ であります

けど，本地区を含め，地域交流拠点の形式にふさわしい生

活利便施設あるいは産業機能などをどの様にしていくのか

というような記載になると考えております。  

 

合併時は ，宇都宮 市全体の 中で考え るという ことだと思

います。ここで拠点の整備となっているのは，中里原地区

の大規模集客施設については，地域にふさわしい施設を考

えるということで解釈していいですかね。あくまでも全体

ではなくて地域ということでよろしいですか。 

 

委員がおっしゃったように地域ということになります。 

 

資料１の ２ページ 目の森林 の適切な 維持・管 理というと

ころに当てはまるかと思いますが，資料２「地域別構想（素

案）」でいうところの北西部地域の森林の位置というものが

重点に置かれていると思いますが，いわゆる平地林の保護

については最近クローズアップされてきた分野であると思

います。  

そういっ たことは 必ずしも 北西部地 域に限っ たことでは

なく，例えば，瑞穂野地区などにも，わずかに昔ながらの

平地林が残っています。しかし，そこもインターチェンジ

の開設でずいぶん侵食されてしまっています。現代的な緑
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

森本議長  

 

 

 

 

青木委員  

 

 

 

 

 

宇梶幹事  

 

森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

化・緑地保全の重要な役割を果たすと思われる平地林の保

全については，ここで言われている森林の管理に含まれる

のでしょうか。 

 

ただいま ご説明さ せていた だきまし たのは， あくまで地

域別ワークショップの中で地域の良い所，悪い所，こうす

べきだということの中で整理してきたものでございます。

ワークショップの内容を踏まえてこれから地域別構想を策

定していきますが，当然，一木委員からご指摘がありまし

た，市街化調整区域における田園環境や自然環境などを守

るべきものは守るという整理をして，取りまとめていきた

いと考えております。 

 

資料２に ついては また後で お話願い たいと思 います。全

体のお話があればそこでお願いします。 

まずワー クショッ プに対し ての対応 について これでよろ

しいかということでお願いいたします。 

 

２ページ の魅力あ る中心市 街地の形 成，商業 ・居住機能

の充実に関してですが，中心部や都心部から意見があがっ

ていますが，南部の方から特に要望などは無かったのでし

ょうか。南部にもインターパークがありますが，そういっ

た話は無かったのでしょうか。 

 

特にありませんでした。 

 

他にご意見ありませんでしょうか。  

それでは ，資料１ 「地域別 ワークシ ョップに おける市民

意見と対応方針（案）」については，資料記載のとおりとし，

引続き庁内関係部局と調整の上，適切に「分野別の方針」

など，「地域別構想」に反映していくということでよろしい

でしょうか。 
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全委員 
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宇梶幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なし  

 

  それでは，引き続き，資料２「地域別構想（素案）」につ

いて，説明をお願いします。 

 

それでは，資料２「地域別構想（素案）」につきまして，

ご説明いたします。 

  「地域別構想」については，地域の地理的条件や特性から

みた「現状と課題」，地域整備のテーマとなる「地域整備の

将来イメージ」，地域整備の基本的な考え方となる「地域整

備の基本方針」，具体的な対応策となる「分野別の整備方針」

により構成してまいります。 

今回の審議では，「分野別の整備方針」を除いた部分であ

る，「現状・課題」，「地域整備の基本方針」までの部分をお

諮りいたします。「分野別の整備方針」をまとめるための施

策・事 業 につき ま しては ， 庁内で そ の洗い 出 しを行 っ てい

るとこ ろ です。 具 体の施 策 にあた る 「分野 別 の整備 方 針」

は，次 回 の会議 に お諮り す べく， 取 りまと め を行っ て まい

ります。  

地域 の区 分に つき まし ては ，先 ほど ご説 明の ワー ク シ ョ

ップの 地 域区分 と 同様に ， ５地域 に 分け「 地 域別構 想 」を

構成し て おりま す 。また ， 本日は お 手元に 参 考資料 と して

地域区 分 に関す る 図面を 準 備して お ります の で，ご 参 照下

さるようお願いいたします。 

それでは，順に，「北西部地域」よりご説明いたします。

 まず，１ページをご覧下さい。 

最初に，「１．現状と課題」であります。本地域は，農地・

山林が 大 部分を 占 め，大 谷 ，多気 ， 古賀志 地 区やろ ま んち

っく村 な ど豊か な 自然環 境 ，観光 ・ 交流資 源 に恵ま れ てい

ます。これらを活かした地域の活性化をしていくためには，

資源の 保 全・整 備 を図る と ともに ， 点在す る 資源の 有 機的

な連携や近年の観光ニーズへの対応が課題となります。 

農林 業に つい ては ，都 市と 農村 の交 流に よる 活性 化 の 取

組が行 わ れてい ま すが， 引 続き優 良 な農地 ・ 森林な ど を保
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全して い く必要 が ありま す 。また ， 定住環 境 の維持 に つい

ても課題となります。 

路線 バス につ いて は， 地域 の国 県道 に路 線網 が形 成 さ れ

ていま す が，利 用 可能な 圏 域が限 ら れ，地 域 内交通 の 確保

が課題 と なって お ります 。 宇都宮 イ ンター チ ェンジ 周 辺に

は，無 秩 序な機 能 立地の 抑 制や周 辺 環境と の 調和が 前 提と

なりま す が，広 域 交通の 結 節機能 を 活かし た 土地利 用 の検

討が求められています。 

「２ ．地 域整 備の 将来 イメ ージ 」に つい てで すが ， 豊 か

な自然環境に恵まれたふれあい･交流空間づくりとして，都

市と農 村 の交流 を 中心と し た地域 の 活性化 に 努め， 定 住環

境を維持しながら，資源の適切な整備・保全を図ります。 

「３． 地 域整備 の 基本方 針 」につ い ては ，「（１）地 域 整

備の基 本 的な考 え 方」と し て，本 地 域は， 豊 かな自 然 ・田

園空間 ， 観光・ 交 流資源 を 重要な ス トック と し，観 光 ・交

流資源 の 有効活 用 ，定住 環 境の維 持 に不可 欠 な地域 産 業の

活性化，身近な公共交通の確保などの課題に対応するため，

観光・交流拠点の形成，日常生活を支える公共交通の維持・

確保などを目指します。 

「（２） 地域整 備 の主要 方 針」で は ，「 １） 大谷公 園 周辺

地域を 核 とした 観 光・交 流 拠点の 形 成」と し ては， 大 谷公

園周辺 地 域を核 に ，資源 を 活かし た 観光の 促 進，資 源 の連

携など，魅力ある観光・交流拠点の形成を図ります。  

「２ ）宇 都宮 イン ター チェ ンジ を活 かし た産 業・ 流 通 機

能の誘 導 」とし て は，広 域 交通の 利 便性を 活 かし， 中 長期

的観点 も 含めて ， 新たな 機 能等の 立 地需要 の 対応に 努 めま

す。 

「３ ）貴 重な 自然 環境 ・景 観の 保全 ・活 用」 とし て は ，

北 部 丘 陵 の 豊 か な 自 然 環 境 と う る お い あ る 自 然 景 観 の 保

全・継承を図ります。 

「４ ）豊 かな 田園 空間 を活 かし た定 住環 境の 維持 」 と し

ては， 集 落地で は 生活を 支 える道 路 などの 充 実，地 域 内交

通の確 保 など， 定 住環境 の 維持に 努 め，ま た ，農業 地 の保

全を図ります。 
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次に中央地域についてです。 

３ページをご覧下さい。 

  「１ ．現状と 課題」に ついては ，本地域 は県の中 心と し

て，宇 都 宮を代 表 する機 能 が集積 し ていま す 。以下 ， 省略

をさせていただきます。資料記載のとおりであります。 

「２ ．地 域整 備の 将来 イメ ージ 」に つい ては ，風 格 ・ 魅

力と高 次 な都市 機 能を備 え た賑わ い ある都 心 づくり と して

いきま す 。高次 な 都市機 能 の集積 を 図り， 賑 わいと 多 様性

のある都心形成を図ります。 

「３． 地 域整備 の 基本方 針 」です が ，「（１） 地域整 備 の

基本的 な 考え方 」 につき ま しては ， 本地域 は ，諸機 能 が集

積する 中 心市街 地 ，ネッ ト ワーク さ れてい る 公共交 通 網な

どの重 要 なスト ッ クがご ざ います 。 中心市 街 地の求 心 力の

低下， 道 路整備 の 必要性 な どの課 題 に対応 す るため ， 複合

的で高 度 な土地 利 用の促 進 ，人と 環 境に優 し い交通 環 境の

整備などを目指します。 

「（２）地域整備の主要方針」の「１）中心市街地におけ

る賑わ い の拠点 と 歩いて 楽 しい回 遊 空間づ く り」に つ きま

しては ， 市街地 再 開発事 業 等を核 と した各 機 能の充 実 ，回

遊性を高める公共交通の活性化などを進めます。 

「２ ）Ｊ Ｒ宇 都宮 駅周 辺地 区に おけ る交 通結 節機 能 の 向

上と合 わ せた広 域 交流拠 点 の形成 」 につき ま しては ， 本市

の玄関 口 にふさ わ しい土 地 の高度 利 用，景 観 形成を 進 め，

拠点形成を図ります。 

「３ ）公 共交 通の 利便 性や 都市 機能 のス トッ クを 活 か し

た居住 の 推進と 都 市基盤 の 充実」 に つきま し ては， 居 住環

境の魅 力 を高め る ととも に ，都市 機 能のス ト ックを 活 かし

た居住の推進を図ります。  

「４ ）水 ・緑 や歴 史文 化資 源を 活か した 個性 とう る お い

ある都 心 ・市街 地 空間の 形 成」に つ きまし て は，個 性 とう

るおい の ある都 心 空間を 形 成しま す 。また ， 市街地 外 延部

に残る緑を適切に保全します。 

次に東部地域についてです。 

５ページをご覧下さい。 
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「１ ．現 状と 課題 」に つき まし ては ，資 料記 載の と お り

であります。  

「２．地域整備の将来イメージ」につきましては，自然・

水・産 業 が共存 し た活力 と 魅力あ ふ れる都 市 環境づ く りと

して自 然 ，産， 学 ，住， 遊 の機能 が 融和し た 新たな 都 市の

形成を図ります。  

「３． 地 域整備 の 基本方 針 」のう ち ，「（１） 地域整 備 の

基本的 な 考え方 」 につい て は，本 地 域は， 高 水準な 都 市基

盤や都 市 機能の 集 積が重 要 なスト ッ クとな り ますの で これ

らを生かしたまちづくりを進めていきたいと思います。 

「（２） 地域整 備 の主要 方 針」の う ち，「１ ）テク ノ ポリ

スセン タ ー地区 を 核とし た 次世代 の ストッ ク となる 郊 外居

住環境 の 形成」 に つきま し ては， 高 水準な 都 市基盤 の 整備

と合わ せ て，生 活 利便性 を 高め， 良 好な郊 外 居住環 境 の形

成を図ります。 

「２ ）本 市の 産業 活動 をけ ん引 する 産業 拠点 の形 成 」 に

つきま し ては， テ クノポ リ スセン タ ー地区 で は，新 し い産

業拠点 の 形成を 図 ります 。 また， 各 工業団 地 は，そ の 機能

の維持・強化を図ります。  

「３ ）東 西方 向及 び地 域内 の交 通ネ ット ワー クの 強 化 」

につき ま しては ， 東西方 向 の基幹 公 共交通 軸 の形成 ， 都市

計画道路の整備を図っていきます。  

「４）鬼怒川と周辺自然環境の保全・活用」については，

鬼怒川 の 維持・ 保 全，活 用 を図り ま す。ま た ，鬼怒 川 周辺

の農業地についても，適切に保全していきます。 

次に南部地域についてです。 

７ページをご覧下さい。 

「１ ．現 状と 課題 」に つき まし ては ，資 料記 載の と お り

であります。  

「２ ．地 域整 備の 将来 イメ ージ 」に つき まし ては ， 人 ・

ものが 交 流し， 多 様な地 域 環境を 形 成する 市 街地づ く りと

いたし ま して， 人 ・もの の 活発な 交 流，多 様 なライ フ スタ

イルを支える市街地の形成を目標としています。 

「３． 地 域整備 の 基本方 針 」のう ち ，「（１） 地域整 備 の
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基本的 な 考え方 」 につき ま しては ， 本地域 は 複数の 鉄 道や

駅周辺 に おける 機 能集積 が 重要な ス トック と なって い るこ

とから ， 駅を中 心 に歩い て 暮らせ る まちづ く り，あ る いは

自然や歴史資源を保全，活用したまちづくりを目指します。

 「（２）地域整備の主要方針」の「１）ＪＲ雀宮駅の交通

結節機 能 の整備 に 合わせ た 拠点機 能 の強化 」 につき ま して

は，図 書 館や科 学 技術高 校 の整備 ， アクセ ス 道路， 駅 前広

場などの整備を推進します。 

「２ ）Ｊ Ｒ鶴 田駅 周辺 及び 東武 宇都 宮線 の沿 線で の 生 活

関連機 能 の充実 」 といた し まして は ，駅関 連 施設や 駅 への

アクセ ス の利便 性 向上， 生 活関連 機 能の充 実 を図っ て いき

ます。 

「３ ）イ ンタ ーパ ーク 地区 にお ける 産業 ・流 通機 能 と 良

好な住 環 境を併 せ 持つ新 市 街地の 形 成」と い たしま し て，

生 活 利 便 性 が 高 い 郊 外 型 の 新 た な 市 街 地 の 形 成 を 図 り ま

す。 

「４ ）う つの みや 競馬 場跡 地を 活用 した スポ ーツ ・ レ ク

リエー シ ョン拠 点 の形成 」 につき ま しては ， 県の取 組 とな

ります の で，現 在 県の検 討 状況な ど を踏ま え て，記 載 内容

を調整 中 でござ い ます。 今 後も県 の 動向を 把 握する と とも

に，連絡調整を行ってまいります。  

次に北東部地域についてです。 

９ページをご覧下さい。 

  「１．現状と課題」は，資料記載のとおりであります。 

「２ ．地 域整 備の 将来 イメ ージ 」に つき まし ては ， 身 近

な田園 と 共生す る うるお い の空間 と ゆとり あ る生活 環 境づ

くりと い たしま し て，地 域 の活性 化 に努め ， 良好な 生 活空

間の形成を図っていきます。 

「３．地域整備の基本方針」のうち，「（１）地域整備の

基本的 な 考え方 」 として は ，本地 域 は岡本 駅 ，中里 周 辺の

市街地 ， 豊かな 自 然・田 園 空間を ス トック と して， 生 活利

便施設 の 集積な ど の課題 に 対して ， 都市と 農 村の交 流 など

を目指しながら取組んでいきます。  

「（２）地域整備の主要方針」の「１）ＪＲ岡本駅の交通
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結節機 能 の充実 に 合わせ た 駅周辺 で の良好 な 居住環 境 の形

成」に つ きまし て は，土 地 区画整 理 事業を 推 進し， 交 通結

節機能の強化と良好な居住環境の形成を図ります。 

「２ ）中 里原 地区 の都 市基 盤整 備に 合わ せた 田園 環 境 と

調和し た 良好な 居 住環境 の 形成」 に つきま し ては， 土 地区

画整理事業や道路整備など，良好な居住環境の形成を図り，

拠点化を促進します。 

「３ ）地 域資 源を 活か した 産業 や観 光な どの 機能 導 入 に

よる地 域 活性化 」 につき ま しては ， 多様な 地 域資源 の 有機

的な連 携 を図る と ともに ， 産業や 観 光等の 機 能導入 に よる

活性化を図っていきます。  

「４ ）豊 かな 田園 環境 ・景 観の 保全 ・継 承」 につ き ま し

ては， 都 市的土 地 利用と 自 然的土 地 利用を 明 確にし ， 市街

地の整 備 と機能 誘 導，農 地 ，森林 の 保全に 努 めます 。 この

記載部 分 につき ま しては ， 平成２ ７ 年度に 予 定して お りま

す，市 街 化区域 と 市街化 調 整区域 と の区域 区 分，い わ ゆる

「線引き」を想定して，記載しているところであります。 

以上で，資料２「地域別構想（素案）」といたしまして，

５ つ 地 域 の 「 現 状 と 課 題 」，「 地 域 整 備 の 将 来 イ メ ー ジ 」，

「地域整備の基本方針」の説明を終わります。 

  

資料２について，説明が終わりました。 

委員 の皆 様は ，ご 意見 ，ご 質問 など ござ いま した ら ， 発

言をお願いいたします。 

 

  随所 に「都市 計画道路 の整備」 とありま すが，最 近は ，

通勤・ 通 学など で 自転車 を 利用す る 人が多 く なって き てお

り，こ れ からも 増 えてい く と考え ら れるの で ，都市 計 画道

路の整 備 の際に 自 転車専 用 道路の 整 備もし て いただ き たい

と思います。 

 

自転車専 用道路だ けではな く，自転 車専用レ ーンのこと

でもよろしいですか。 
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その通りです。 

 

自転車専 用レーン につきま しては， モデル地 域というこ

とで，今年は宇都宮白楊高校と南大通り周辺の２箇所で整

備をしていこうと思っております。  

 

ネットワ ーク型コ ンパクト シティを 目指すと いう基本的

な方向性があって，その具体化の方策として地域の制度が

出てきていいと思いますが，中央地域の集約をどの様に進

めていくのかということと他の４つの地域の整備あるいは

保全をどう進めるかということについて，メリハリのつい

た形，で方向性を見出していかないと目指す方向には行き

着かないのではないかと思います。中央地域の集約型を目

指す方策から見てもあまり力強さが感じられません。  

もう 1 つは，他の地域もそれぞれ特徴ある地域だと思う

のですが，文章にまとめてしまうと，地域交流拠点の整備

をしつつ，付近の良好な環境を築いていくということでメ

リハリが感じられません。  

強烈で明 白な方針 を打ち出 しても現 実には薄 まってしま

うのが都市計画の宿命だと思いますので，打ち出すにあた

っては，より強くメッセージめいたものを打ち出さないと

力強さが足りないのではないかと思います。  

 

私達が目 指してい るネット ワーク型 コンパク トシティの

全体構想で議論したものは，中央地域だけに全部集めよう

ということではございません。５つの地域の拠点を強くし

ていくというニュアンスが強く残っていますので，各エリ

ア に お け る 拠 点 の 明 確 化 と 中 央 地 域 を 含 む 広 域 交 通 流 連

携，特に公共交通ネットワークの連携，それから里山や田

園といった緑の空間をどのように良好な空間に整備してい

くのかという全体構想の中で出てきたものをもう一度対応

させながらネットワーク型コンパクトシティになるのかど

うかということを整理させていただければと思います。 
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各地域の 課題など はよく分 ったので すが，今 よりもさら

に宮環が全ての地域を繋いでいく大動脈になっていくため

にも，人に優しい自転車レーンの設置も踏まえて，宮環の

整備をしてほしいと思います。 

そうする ことによ って各地 域のネッ トワーク が強化して

いくのではないのでしょうか。今のところ，宮環は自動車

しか走れないような感じになっており，自転車が安全に走

行できる環境となれば良いと思います。 

 

ネットワ ーク型コ ンパクト シティを 実現する ためには，

拠点化の促進とともに連携軸の形成というものが重要にな

ってきます。委員からご指摘があったように，宮環を含め

た軸となる幹線道路の整備は全体構想の中でも表現させて

いただいているところです。 

 

例えば， 政令市を 目指すと いうよう な，こう いうまちを

目指していくという本当のグランドデザインをしっかり決

めるべきであると思います。北関東の雄となるために，ど

こを中心にしてやっていくのか，そういった軸をしっかり

定めないと方向性が定まらず，曖昧になってしまうと考え

ます。 

 

先ほど継 続審議と いうお話 をしまし たが，も う一度今日

の意見を踏まえながら，次は図面を用意しまして，軸のイ

メージがしやすいような議論が出来ればいいと思います。 

他にご意見等よろしいでしょうか。  

 

資 料 １ と 資 料 ２ の 関 連 性 に つ い て で す が ， 資 料 ２ に ど こ

ま で 反 映 さ れ て い る の か ， 資 料 １ と 資 料 ２ の 関 係 性 を 説 明

お願いします。 

 

資 料 ２ で は ， こ れ か ら 地 域 別 構 想 （ 案 ） に お け る 細 か い

分 野 別 の 方 針 や 構 想 図 と い う も の を 記 載 し て ま い り ま す 。

資 料 １ の 内 容 に つ き ま し て は ， 前 段 の 部 分 で 反 映 出 来 る 部
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分 に つ い て 反 映 さ せ て お り ま す が ， 全 体 の 中 で ど の 部 分 に

反 映 出 来 る か に つ い て は こ れ か ら 検 討 し て い き た い と 思 い

ます。 

 

コ ン パ ク ト シ テ ィ と い う の は あ る 程 度 は 分 か り ま す が ，

ネ ッ ト ワ ー ク 型 と い う も の に つ い て ， 今 ま で の 分 散 型 の 都

市 と ど こ が 違 う の か と い う こ と を 説 明 し て い た だ き た い 。

も う 少 し 理 念 や 方 策 ， 手 段 を 裏 づ け な が ら 提 案 し て い た だ

きたい。  

 

補 足 に な り ま す が ，「（ 仮 称 ） 第 ２ 次 宇 都 宮 市 都 市 計 画 マ

ス タ ー プ ラ ン 」 の 全 体 構 想 （ 案 ） は お 手 元 に あ り ま す で し

ょうか。  

２ ５ ペ ー ジ の と こ ろ に ， 密 度 と 暮 ら し 方 の イ メ ー ジ と い

う こ と で 今 の 形 か ら も う 少 し メ リ ハ リ の つ い た 中 心 部 も 高

く な る け ど 郊 外 で も 拠 点 の 所 は 高 く な り ま す が ， 低 く な る

所 も 当 然 あ り ま す 。 こ れ が 全 体 構 想 （ 案 ） の 中 で の イ メ ー

ジになっています。 

こ れ が 具 体 的 に ど の よ う に し て こ の よ う な 形 に し て い く

の か と い う こ と が イ メ ー ジ 出 来 る 様 な マ ス タ ー プ ラ ン に し

て い く べ き で は な い か と い う ご 意 見 で よ ろ し い で し ょ う

か。 

 

ネ ッ ト ワ ー ク 型 の 中 心 は 中 央 地 域 と い う こ と で す よ ね 。

し か し ， 中 心 市 街 地 活 性 化 な ど の 計 画 に 取 組 ん で い る 割 に

は効果が出ていないと思います。 

非 常 に 難 し い こ と だ と 思 い ま す が ， 地 元 が ど こ ま で 危 機

感 を 持 っ て い る の か と い う こ と と ， 地 元 の 中 で 相 互 連 携 が

と れ る ま と ま り の あ る ま ち づ く り の 展 開 が 重 要 に な っ て く

ると思います。  

こ れ か ら 中 央 地 区 を 宇 都 宮 市 の 中 心 と し て い く た め に も

何か思い切ったことをやらなければいけないと思います。 

  

だ い ぶ 時 間 が 押 し て き て い ま す の で ， 意 見 が あ れ ば 発 言
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し て い た だ い て ， 宿 題 と し て 事 務 局 に 持 ち 帰 っ て も ら っ た

ほうがよろしいかと思います。 

 

平 成 ２ １ 年 に 作 ら れ た 「 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 」 を 見

てみると，文章と数値資料がアンバランスな感じがします。

例 え ば ， 人 口 の 見 通 し や 土 地 利 用 の 見 通 し な ど で 使 っ て

い る 数 値 資 料 が 具 体 的 過 ぎ て ， 文 章 と ア ン バ ラ ン ス な 感 じ

になっていると思います。  

 

そ れ は 全 体 構 想 の 中 の 表 現 が 良 く な い と い う こ と で し ょ

う か 。 そ れ と も 全 体 構 想 と 今 議 論 し て い る 地 域 別 の 話 が 組

み合わないということでしょうか。  

 

文 面 が 非 常 に 抽 象 的 だ が デ ー タ が 具 体 的 過 ぎ る と 思 い ま

す 。 人 口 の 推 移 や 土 地 利 用 の 見 通 し な ど と い う 形 で 出 し て

いいのでしょうか。 

 

事務局の方からご説明お願いします。 

 

全 体 構 想 に お け る 人 口 や 土 地 利 用 の 見 通 し の デ ー タ な

ど，資料の出し方につきましては，「第５次宇都宮総合計画」

と の 整 合 性 を 図 り な が ら 都 市 づ く り の 課 題 を 整 理 し て お り

ます。 

 

都 市 計 画 は ， 客 観 的 な デ ー タ が あ る 場 合 は 出 来 る だ け 客

観的なデータを示して考えていきます。 

た だ し ， 将 来 の こ と に つ い て は ま だ 不 確 定 要 素 も あ る こ

と か ら ， そ こ の 部 分 に つ い て 注 意 し な が ら 都 市 計 画 の 方 向

性を検討していくという作業になると思います。 

 

都 市 計 画 を 作 成 し て ， 人 口 減 少 に 歯 止 め を か け る な ど の

そ う い っ た こ と を 狙 う の か ど う か と い う こ と が は っ き り 見

えてきません。 

そ う い っ た 計 画 を 出 す こ と 自 体 ， 問 題 で は な い の で し ょ
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うか。  

前 提 条 件 と し て ， 将 来 人 口 が ど う な る の か と い う こ と に

ついては，客観的に出す必然性が私はあると思います。 

た だ し ， 目 標 値 と し て こ れ か ら ， 北 関 東 の 雄 都 に な る の

だ か ら 人 口 が ５ ０ 万 ， ６ ０ 万 ， ７ ０ 万 人 と な っ て い く シ ナ

リオは当然あるかもしれません。 

特 に 人 口 増 加 期 に は ， そ う い っ た こ と を 踏 ま え て 作 ら れ

たマスタープランが数多くございました。 

そ う い っ た 反 省 点 を あ る 程 度 踏 ま え な が ら ， 将 来 的 な 発

展形を残しつつ，計画を作成していこうと思っています。 

た だ し ， だ か ら と い っ て ， 人 口 が ６ ０ 万 ， ７ ０ 万 で 図 面

が 描 け る か と い う と ま た 違 っ た 問 題 が 発 生 し ま す の で ， 出

来 る だ け そ こ の と こ ろ は 中 間 を 取 り な が ら ， 且 つ 発 展 を し

た 時 に も 対 応 出 来 る こ と が 今 の 段 階 で の 最 善 策 だ と 思 っ て

います。  

 

それでは，資料２「地域別構想（素案）」につきましては，

先 ほ ど い た だ い た ご 意 見 を 十 分 に 踏 ま え ，「 分 野 別 の 整 備

方針」などの策定を進め，次回の審議会では，「地域別構想」

の 全 体 を 議 論 し て い く と い う 進 め 方 で よ ろ し い で し ょ う

か。 

 

異議なし  

 

  それでは，本日の資料を基に，「地域別構想」の策定を進

めていくよう，お願いいたします。  

そ れ で は ， こ れ で 会 議 次 第 「 ３ ． 議 事 」 に つ い て の 審 議

を終わります。 

  次に，会議次第「４．その他」に入ります。 

「その他」といたしまして，事務局より何かございますか。

 

  委員の皆様，ご審議ありがとうございました。 

  都市 計画マス タープラ ンのご審 議につき まして， 今後 の

予定をご説明いたします。  
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地域 別構 想を 含め た計 画全 体の 取り まと めに つき ま し て

は，今年度内を予定しております。  

次回 の審 議会 につ きま して は， 本日 お示 しす るこ と が 出

来ませ ん でした 地 域別構 想 の後段 の 部分と 計 画全体 の 整理

をいたしまして，１２月下旬を予定しております。 

また １月 中旬 には ，原 案の パブ リッ クコ メン ト， あ る い

は 今 回 地 域 別 に ワ ー ク シ ョ ッ プ を し た 地 域 に 実 際 に 入 っ

て，地 域 別構想 を 含めた 計 画全体 の 説明会 を 行いま し て，

２月中 旬 から下 旬 にかけ て 最終的 な 原案を ご 審議い た だく

審議会を開催したいと思っております。 

会議 の開 催に あた りま して は， 改め まし て， ご案 内 さ せ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

それ では ，こ れで 「第 ４３ 回宇 都宮 市都 市計 画審 議 会 」

を終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 



  

 
 -22- 
 

 

 

 

宇都宮市都市計画審議会 

 

会 長  森 本  章 倫 

 

 

議事録署名委員 

 

委 員  青 木  格 次 

 

委 員  千 保  喜久夫 

 


